
 

令和５年２月２４日定例記者会見用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

調布市基本計画（案） 

令和５（２０２３）年度～令和８（２０２６）年度 

～ともに生き ともに創る 彩りのまち調布～ 

令和５年２月 

調 布 市

みらい ちょうふ 

※デザイン調整中 

資料３ 

概要版



 

■計画策定の視点 
【支え合い安心して暮らせる継続的な生活支援】 

社会経済状況の激しい変化の中で，市政の第一の責務として，市民の安全・安心の確保と困難を抱える市民に対す
る継続的な支援に取り組みます。市民に最も身近な基礎自治体として，市民に寄り添い，市民生活に安心感をもた
らすことができるよう『人にやさしいまち』を目指します。また，「パラハートちょうふ つなげよう，ひろげよ
う，共に生きるまち」を標ぼうし，多様な主体と連携した取組を『共生社会の充実』につなげていきます。 

【多様な主体が連携した参加と協働による共創のまちづくり】 
先行き不透明で将来の予測が困難な時代において，多様化・複雑化している行政課題や市民ニーズに対応していく
ため，これまで実践を重ねてきた参加と協働のまちづくりを更に発展させ，企業・大学・NPO 等を含む多様な主
体との連携により，それぞれが持つ知見や技術，ノウハウを生かしながら，ともに考え，ともに行動し，地域課題
の解決に取り組みます。 

【調布のまちの骨格づくりを基盤とした多彩な魅力に満ちたまちづくり】 
 京王線の地下化を契機とした南北一体の都市基盤整備に取り組んできた中，調布駅前広場及び鉄道敷地の整備が最

終段階を迎え，調布のまちの骨格づくりは大きな節目を迎えます。これまでのまちづくりの成果を基盤として，ス
ポーツ，文化芸術，産業・観光など多彩な地域資源を生かした魅力に満ちたまちを目指します。あわせて，公共施
設マネジメントや，ゼロカーボンシティの実現に向けた取組など，市政の重要課題へ対応していきます。 

【行政改革と一体的な取組の推進】 
質の高い市民サービスを将来にわたり持続的に提供していくため，最少の経費で最大の効果をあげるための取組で
ある行革プランを分野別計画との両輪で推進します。 

  調布市は，調布市総合計画（基本構想及び基本計画）に基づき，計画的なまちづくりを推進しています。
現行の総合計画が令和４年度で終了することから，令和５（２０２３）年度から８年間を計画期間とする次
期基本構想とその前期の 4 年間を計画期間とする次期基本計画の策定に取り組んでいます。 

 

基本計画の位置付け・計画期間 

■基本計画の位置付け・計画期間 
調布市基本計画は，調布市基本構想に即して，まちの将来像『ともに生き ともに 

創る 彩りのまち調布』を具現化するための基本的な施策を体系化するとともに，各 
施策における主要な事業及び行政改革の取組の概要を一体的に示すものです。 

基本構想の計画期間は，令和５（２０２３）年度から令和１２（２０３０）年度ま 
 での８年間とし，基本計画の計画期間は，市長任期との連動性を考慮し，前期・後期 
 それぞれ４年間としています。 

よって，前期の基本計画期間は，令和５（２０２３）年度から令和８（２０２６） 
年度までの 4 年間とします。 

＜基本計画の計画期間＞ 

 

 

基本計画の内容 
 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調布市基本計画の全体概要 

総論  （基本計画の概要，策定に当たっての前提） 

■基本計画の特色 
○各施策の方向やポイントを明確化し，具体的な取組を推進していく基本計画 

２０３０年代の中長期的なまちの将来を展望する中で，４年間の計画期間における各施策の取組の方向やポイントを明確
化するとともに，その実現に向けた主要な事業を基本計画事業として示します。また，各施策の推進による成果を把握す
るため，目標値と併せた「まちづくり指標」を設定します。 

○『共生社会の充実』につなげる施策を推進する基本計画 
東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした共生社会の重要性を発信する「パラハートちょ
うふ」の取組を継承・発展させ，障害の有無，国籍，性別などによって分け隔てられることのない『共生社会の充
実』につなげる施策を推進します。 

○取組の選択と集中の観点から重点プロジェクトを明確にして取り組む基本計画 
分野別計画における取組の優先性を踏まえた選択と集中を図る観点から，計画期間内において特に重点的に取り組
むべき主要事業を重点プロジェクトとして位置付け，取組を推進します。 

○施策推進・成果向上に資する視点を踏まえた取組を推進する基本計画 
各施策において，「デジタル技術の活用」など，取組の推進及び成果向上に資する視点を盛り込み，関連する各種取
組の推進において意識するとともに，他の施策へ効果を波及させていくことも見据えます。 

○ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる進行管理を行う基本計画 
計画（Ｐｌａｎ）・実施（Ｄｏ）・評価（Ｃｈｅｃｋ）・改善（Ａｃｔｉｏｎ）のＰＤＣＡマネジメントサイクルによ
る行政評価を通して，各施策の取組状況や課題を整理し，施策・事業の適切な進行管理と着実な推進につなげます。

予算，事業の実施等 

（前期４年，後期４年）

基本計画 

基本構想
（８年）

将来像を実現するための施策・事業の推進を支える

年度 
和暦 

(西暦) 

令和５ 

(2023) 

令和 6 

(2024) 

令和７ 

(2025) 

令和８ 

(2026)

令和９ 

(2027)

令和 10

(2028)

令和 11

(2029)

令和 12

(2030)

基本構想 基本構想（８年間） 

基本計画 前期基本計画（４年間） 後期基本計画（４年間） 

市長任期    
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基本構想に掲げた８つの基本目標を横断的に関連付け，計画期間内に特に重点的に取り組むべき主要事業を重点プロ
ジェクトとして位置付けます。また，重点プロジェクトを横断して対応を図る必要がある課題に対しては，組織横断的
な連携を図るとともに，関連する重点プロジェクトを有機的に連動させながら，効果的・効率的に取組を展開します。

 

 

基本構想に掲げた，まちづくりの実践に当たっての３つの基本的な姿勢を柱とする行政改革の取組を示しています。
 
【３つの柱】      【６つの方針】                       【個別プラン】 
 
①市民が主役のまちづくり  方針１共創のまちづくりの実践 方針４人材の確保・育成 

②市民のための市役所づくり  方針２行政のデジタル化推進  方針５計画行政の推進 

③ 計 画 的 な 行 政 の 推 進  方針３効率的な組織体制の整備  方針６公共資産の有効活用・最適化（ファシリティマネジメント）

「５つの重点プロジェクト」 

計画を推進するために（行革プラン２０２３） 

３７プラン(年度別計画)
＜現行は４１プラン＞ 

東部・北部・南部・西部の各地域の特性を踏まえた，今後のまちづくりの基本方向を示しています。 

地域別計画 

基本構想に掲げた８つの基本目標とまちづくりの基本理念に沿って，分野別の将来像の具現化に，３０の施策の方向
や各施策の基本的取組，主要な事業などを位置付けています。 

【８つの基本目標】 

①安全に安心して住み続けられるために（施策01，02） 

②安心して子どもを産み育てられ，将来を担う子ども・若者が力を発揮できるために（施策03～05） 

③みんなで支え合い，いつまでも心穏やかに暮らすために（施策06～11） 

④学びやスポーツを通じ，誰もが充実した毎日を過ごすために（施策12，13） 

⑤多様性を認め合い，安心して自分らしく暮らせるために（施策14～16） 

⑥調布ならではの魅力にあふれ，活気に満ちたまちにするために（施策17～21） 

⑦地域の特徴を生かした快適で利便性に富むまちをつくるために（施策22～26） 

⑧豊かな自然と人が共生する，持続可能なまちをつくるために（施策27～30） 

 

分野別計画 

【基本計画事業】９７事業（年度別計画）
（現行９７事業） 

防災 防犯・消費者安全

子ども・子育て支援 学校教育

青少年の健全育成

地域福祉 高齢者福祉 障害者福祉 セーフティネット

健康づくり雇用・就労生涯学習 スポーツ 

地域コミュニティ 人権・男女共同参画 平和・国際交流

産業 都市農業 観光 文化芸術 歴史文化

市街地の形成 都市空間の形成 住環境 道路 交通

地球環境 水と緑 ごみ減量・処理 生活環境

２ 

 

方針６公共資産の有効活用・最適化（ファシリティマネジメント）

   
施策推進・成果向上 
に向けた４つの視点  フェーズフリーデジタル技術の活用 共創のまちづくり 脱炭素社会の実現 

基本構想 

まちの将来像 

『ともに生き 

  ともに創る 

   彩りのまち調布』 



 

 

１ ５つの重点プロジェクト 

調布市基本構想において，市は，まちの将来像「ともに生き ともに創る 彩りのまち調布」の実現に向

け，８つの基本目標を位置付けています。これを受け，基本計画において，この基本目標とまちづくりの基

本理念に沿った分野別計画を体系化し，３０の施策を位置付けています。 

また，分野別計画において，市は，計画期間内に特に重点的に取り組むべき主要事業について，優先性を

踏まえた選択と集中の観点から重点プロジェクトとして位置付け，限られた経営資源を計画的かつ効果的・

効率的に活用し，基本構想に掲げたまちの将来像の実現を目指します。 

本基本計画においては，後期基本計画（令和元年度～令和４年度）を継承しつつ２０３０年代を展望し「安

全・安心に暮らせるまち」，「調布の宝である子どもたちを応援するまち」，「誰もが自分らしく安心して住み

続けられるまち」，「にぎわいと交流のある活気に満ちたまち」，「人と自然がおりなすうるおいあるまち」の

５つの視点から，８つの基本目標を横断的に関連付け，計画期間内に特に重点的に取り組む主要事業を抽出

し，重点プロジェクトとして位置付け，施策を進めていきます。 

あわせて，重点プロジェクトを横断した課題に対しても，引き続き，組織横断的な連携・協力体制の下，

対応を図ることで，更なる施策の推進につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

５つの重点プロジェクト 

３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標 基準値 目標値 

調布市の地震，風水害への災害対策に満足し

ている市民の割合（上段：地震 下段：風水

害） 

６７.６％ 

６７.６％ 

（令和３年度） 

７５.０％ 

７５.０％ 

（令和８（2026）年度） 

特殊詐欺被害防止のため何らかの対策をして

いる市民の割合 

８１.９％ 

（令和４年度） 

９０.０% 

（令和８（2026）年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点プロジェクト１
安全・安⼼に暮らせるまちをつくるプロジェクト 

 

○自助・共助の取組の推進と併せて，公助としての防災都市づくりと地域や関係機関及び他自治体等との災害時

における連携体制の強化とともに，犯罪を未然に防止するための取組の推進により，防災・減災対策の強化や

地域防犯力の向上が図られています。 

 

 

 

 

 

 

 

○災害時における緊急輸送道路の機能確保，住宅の耐震化促進，下水道施設の浸水対策や耐震化など，市民の暮

らしに安心感をもたらすことができる都市基盤が整備されています。 

●地域防災力の向上              ●消防団の災害対応能力の向上 

●調布市避難行動要支援者避難支援プランの推進  ●命の教育活動の推進(「調布市防災教育の日」) 

●防災備蓄品の配備及び利活用         ●犯罪抑止対策の推進 

●災害情報システム等の効果的な活用 

●緊急輸送道路沿道建築物耐震化の促進    ●下水道施設における浸水・地震対策の推進 

～～地地域域のの防防災災・・防防犯犯力力をを高高めめるる～～ 

～～災災害害にに強強いい都都市市基基盤盤ををつつくくるる～～ 

重点プロジェクト事業（９事業） 

令和８（２０２６）年度の到達点 

目指すまちの姿 

◇近年の地震災害をはじめ，令和元年台風第１９号における浸水被害のほか，新型コロナウイルス感染症に

伴う対応や教訓を生かし，ソフト・ハード両面からの防災・減災対策及び新たな感染症発生時における対

応力が向上しています。 

◇事前の備えをはじめとした「自助」の取組の啓発や地域での防災活動などの「共助」の取組など地域防災

力の向上の取組の推進が図られています。 

◇地域の防犯体制が強化され，犯罪が起こりにくく安全・安心に暮らす環境づくりが進んでいます。 

◇緊急輸送道路の沿道建築物や住宅の耐震化が進み，震災時における復旧・復興の大動脈となる輸送機能の確

保のほか，避難時の安全な移動ルートが確保されています。 

◇浸水被害を軽減する施設の整備が進むとともに，下水道施設の耐震化や老朽化対応が進み，災害時における

安全性の更なる向上が図られています。 

４ 



 

 

 
○地域の中で安心して子どもを産み，育てられる環境づくりが進んでいます。 

 

 

 
 

○次代を担う子どもたちがそれぞれの個性を伸ばすとともに，学力の習得や心身の育成など，安心して学び，成

長できる環境づくりが進んでいます。 

 

 

 
 

○子ども・若者の一人一人を取り巻く状況に応じて，地域で支える環境づくりが進んでいます。 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標 基準値 目標値 

子育て支援サービスに満足している市民の割合 
６８.３％ 

（令和３年度） 

７５.０％ 

（令和８（2026）年度）

小・中学校の教育に満足している市民の割合 
６７.７％ 

（令和３年度） 

７５.０％ 

（令和８（2026）年度）

社会生活を営む上で困難を抱える子ども・若者への

支援に満足している市民の割合 

４１.０% 

（令和４年度） 

５３.０% 

（令和８（2026）年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～～子子育育てて環環境境をを充充実実ささせせるる～～  

●●出産・子育て応援事業           ●●児童虐待防止センター事業の推進   ●●学童クラブ施設の整備 

●●子どもの医療費助成       ●●保育サービスの充実 

～～学学校校教教育育をを充充実実ささせせるる～～  

●●ＩＣＴ環境の整備・活用と情報教育の推進  ●●コミュニティ・スクールの導入と地域学校協働  

●●特別支援教育の推進             本部との一体的推進 

●●不登校児童・生徒への支援         ●●小・中学校施設の整備 

重点プロジェクト事業（１１事業） 

令和８（２０２６）年度の到達点 

重点プロジェクト２
調布の宝である⼦どもたちを応援するまちをつくるプロジェクト 

～～子子どどもも・・若若者者のの健健ややかかなな成成長長とと自自立立をを支支ええるる～～  

●●子ども・若者への支援 

目指すまちの姿 

◇子育て関連施設が連携した質の高い多様な保育サービスが提供されるとともに，妊娠期から子育て期にわ

たる各場面に応じた切れ目ない支援体制の充実が図られています。 

◇困難を抱える子ども・若者に対し，相談支援をはじめとして，居場所の提供や学習支援を通した自立支援

を行う体制の充実が図られています。 

◇子どもの貧困やいじめ，児童虐待など，子ども・若者を取り巻く様々な課題に対応するため，関係機関等

による組織横断的な連携体制が整備されています。 

◇子どもたち一人一人の個性を踏まえて対応できる学習環境や支援体制が整備されるとともに，地域と連携

した安全・安心で魅力ある学校づくりが進んでいます。 

５ 



 

 

 

 

○誰もが住み慣れた地域で生活できるよう，地域共生社会の充実が図られています。 

 

 

○高齢者が，住み慣れた地域の中で，安心して生きがいをもって暮らし続けることができるよう，高齢者を支え

る取組が進んでいます。 

  

 

○障害者が安心して地域で共に暮らし，自立した生活を送ることができるよう，障害者を支える取組が進んでい

ます。 

 

 

○それぞれのライフステージや状況に応じた健康づくりに関する取組の充実が図られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標 基準値 目標値 

地域福祉コーディネーターの新規相談件数（個別支

援） 

４２９件 

（令和３年度） 

４７０件 

（令和８（2026）年度）

高齢者の福祉に満足している市民の割合 ６９.５％ 

（令和３年度） 

７５.５％ 

（令和８（2026）年度）

障害者の福祉に満足している市民の割合 ６８.０％ 

（令和３年度） 

７５.５％ 

（令和８（2026）年度）

定期的にがん検診を受けている人の割合 ４７.１％ 

（令和４年度） 

５５.０％ 

（令和８（2026）年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点プロジェクト事業（８事業） 

令和８（２０２６）年度の到達点 

～～地地域域福福祉祉をを推推進進すするる～～  

●●地域福祉コーディネーターを中心とする包括的な支援体制の構築 

  

～～障障害害者者のの暮暮ららししをを支支ええるる～～  

●●障害者の就労支援  ●●障害児・者医療的ケア体制支援事業  ●●重度障害者施設の整備 

重点プロジェクト３
誰もが⾃分らしく安⼼して住み続けられるまちをつくるプロジェクト 

目指すまちの姿 

◇高齢者が住み慣れた地域での生活が続けられるよう，相談支援体制の充実や，医療・介護の連携強化，生活

支援，見守りなど，地域包括ケアシステムが深化しています。 

◇障害者の暮らしを支える取組やサービスの充実が図られるとともに，障害者を身近で支える家族等へのケア

及び障害者を地域で支える体制の充実が図られています。 

◇困難を抱える市民の生活を支えるため，地域福祉コーディネーターを中心とした多機関協働による相談支援

等により，地域におけるトータルケアが充実しています。 

◇一人一人の健康づくりを支援するため，多様な主体と連携した疾病の予防や早期発見，重症化予防などのほ

か新たな感染症などの健康危機への対応が進められています。 

～～高高齢齢者者のの暮暮ららししをを支支ええるる～～  

●●地域包括支援センターの充実  ●●認知症対策の充実  ●●介護予防・日常生活支援総合事業の展開  

～～健健康康づづくくりりをを推推進進すするる～～  

●●総合的ながん対策の推進 

６ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標 基準値 目標値 

中心市街地が魅力的であると感じてい

る市民の割合 

６８.８％ 

（令和４年度） 

８０.０％ 

（令和８（2026）年度） 

「映画のまち調布」を進める取組に満

足している市民の割合 

７６.６％ 

（令和４年度） 

８０.０％ 

（令和８（2026）年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○利便性と快適性を兼ね備えたにぎわいと交流のある都市空間の創出，地域の特性を生かした魅力ある市街地の

形成が図られています。 

 

 

 

 

 

○まちの回遊性を高め，歩いて楽しいまちが形成されているとともに「映画のまち調布」やスポーツなどの地域

資源を生かし，まちの活性化が図られています。 

重点プロジェクト事業（９事業） 

令和８（２０２６）年度の到達点 

重点プロジェクト４
にぎわいと交流のある活気に満ちたまちをつくるプロジェクト

●調布駅前広場の整備                   ●東部地区における交通環境の改善 

●鉄道敷地の整備                     ●道路網計画に基づく計画的な道路ネットワークの形成 

●地域経済活性化の推進                     ●文化芸術事業の実施 

●「映画のまち調布」の推進          ●東京 2020 大会等のレガシーの継承・発展 

●「水木マンガの生まれた街 調布」の推進 

～～ままちちのの活活力力をを生生みみ出出すす都都市市ををつつくくるる～～ 

～～ににぎぎわわいい・・交交流流ののああるるままちちををつつくくるる～～ 

目指すまちの姿 

◇交通利便性向上に加え，環境空間としての交流機能や景観形成機能などの広場空間を兼ね備えた駅前広場と

ともに，駅前広場と各駅をつなぐ鉄道敷地を有効に活用した，にぎわいや交流，うるおい，やすらぎのある

都市空間が整備されています。 

◇地域の特性を生かした快適で利便性の高いまちづくりが進められています。 

◇産業振興と都市基盤の整備が一体となった魅力的な中心市街地が形成されています。 

◇安全で快適な歩行者空間ネットワークの形成により，まちの回遊性の向上が図られているとともに，商業

，観光，スポーツ，文化芸術などの振興を通じて，まちの活性化が図られています。 

７ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標 基準値 目標値 

市域から排出されるＣＯ２ 

排出量 

７８.１万ｔ-ＣＯ2 

（平成 25 年） 

５７.５万ｔ-ＣＯ2 

（令和 8（2026）年） 

市の公共施設及び車両から 
排出されるＣＯ２排出量※ 

１万５,８４３ｔ-ＣＯ2 

（平成 25 年） 

1 万３,５１９ｔ-ＣＯ2 

（令和 7（2025）年） 

緑や自然環境の保全に満足して

いる市民の割合 

７６.１％ 

（令和３年度） 

９０.０％ 

（令和８（2026）年度） 

市内に優れた景観があると感じ

ている市民の割合 

８１.９％ 

（令和４年度） 

９０.０％ 

（令和８（2026）年度） 

重点プロジェクト５
⼈と⾃然がおりなすうるおいあるまち をつくるプロジェクト 

 

○環境保全に対する意識の一層の高まりと併せて，脱炭素や循環型社会の形成が進んでいます。 

 

 

 

 

 

○大切な財産である緑と水辺環境が守り育てられ，自然との共生が次世代に継承されています。 

 

 

 

 

 

○地域固有の景観資源や，地区の特性を生かした景観まちづくりの取組が推進されています。 

 

重点プロジェクト事業（７事業） 

令和８（２０２６）年度の到達点 

 
●深大寺地区におけるまちづくりの推進 

●都市農地の保全・活用                  ●公園・緑地，崖線樹林地の保全 

●深大寺・佐須地域の里山，水辺環境の保全・活用   ●公園・緑地等の整備 

～～豊豊かかなな水水とと緑緑をを大大切切にに守守りり生生かかすす～～ 

目指すまちの姿 

◇ゼロカーボンシティの実現に向けて，環境負荷低減の取組や再生可能エネルギー等の活用促進など，地球温暖化対策

が推進されており，行政や市民，事業者における環境配慮行動が進んでいます。 

◇市民や事業者等との連携・協働による環境保全活動や，環境教育・環境学習に関する取組の充実が図られています。

◇貴重な地域環境資源である深大寺・佐須地域の保全・活用をはじめ，公園・緑地等の整備などを通して，水と緑の保

全・活用の推進が図られています。 

◇貴重な緑地空間としての都市農地の保全・活用が図られ，災害時における防災空間としての役割や，うるおいとやす

らぎをもたらす住環境の形成など，多面的機能が確保されています。 

◇深大寺地区において，地域との連携により，街なみ景観が一層整備され，武蔵野の自然と歴史・文化が継承された魅

力ある景観形成が図られています。 

●地球温暖化対策の推進                     ●ごみの減量と資源化 

～～脱脱炭炭素素・・循循環環型型社社会会をを形形成成すするる～～  

※ 基準値及び目標値は，第４次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の基準値，目標値です。 

  令和８年度の目標値については，第５次地球温暖化対策実行計画を踏まえて設定します。 

８ 

～～良良好好なな景景観観をを創創出出すするる～～ 



 

 

２ 施策の推進・成果向上の４つの視点 

市は，本基本計画に位置付けた各施策の推進及び成果向上に加え，横断的連携による相乗効果を視野に，

基本構想におけるまちづくりの社会潮流や課題を踏まえた「デジタル技術の活用」「共創のまちづくり」 

「脱炭素社会の実現」「フェーズフリー」の４つの視点から，先進的な取組やモデル事業等を抽出しつつ，

共有しながら取組を推進します。 

あわせて，これらについて，施策及び庁内組織における横断的な連携はもとより，市民や団体，企業，

他自治体等の多様な主体と連携・協力し取り組むことで，更なる施策推進，成果向上につなげていきます。 
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施 策 01 災害に強いまちづくり

施 策 02 防犯対策・消費者安全対策の推進

施 策 03 子ども・子育て家庭の支援

施 策 04 学校教育の充実

施 策 05 青少年の健全育成

施 策 06 共に支え合う地域福祉の推進

施 策 07 高齢者福祉の充実

施 策 08 障害者福祉の充実

施 策 09 セーフティネットによる生活支援

施 策 10 雇用・就労の支援

施 策 11 生涯を通じた健康づくり

施 策 12 生涯学習のまちづくり

施 策 13 市民スポーツの振興

施 策 14 地域コミュニティの醸成

施 策 15 人権の尊重・男女共同参画社会の形成

施 策 16 平和施策・国際交流の推進

施 策 17 魅力ある産業の推進

施 策 18 都市農業振興の推進

施 策 19 魅力ある観光の振興

施 策 20 文化芸術の振興

施 策 21 地域ゆかりの文化の保存と継承

施 策 22 良好な市街地の形成

施 策 23 地域特性を生かしたまちづくり

施 策 24 良好な住環境づくり

施 策 25 利便性の高い交通体系の確立

施 策 26 快適な公共交通環境の整備

施 策 27 脱炭素社会へ向けた地球温暖化対策と環境保全の推進

施 策 28 水と緑による快適空間づくり

施 策 29 ごみの減量と適正処理

施 策 30 快適な生活環境づくり

施策番号
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① ② ➂ ➃



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

主な取組 該当する施策 

マイナポータルの子育てワンストップサービス（ぴったりサービス） 施策 03 

児童・生徒１人１台端末の活用 施策 04 

デジタルデバイド対策の推進 施策 07 

オンラインを活用したフレイル予防 施策 07 

地域福祉センター予約のオンライン化 施策 14 

キャッシュレス決済の普及促進 施策 17 

収蔵資料データベースの整備・公開 施策 21 

デジタル技術を活用した単身高齢者等の見守り 施策 24 

デジタル技術を活用した交通サービスの導入の促進 施策 26 

ｅスポーツを活用した交流機会の創出など 施策 05 など 

主な取組 該当する施策 

地域における防災訓練等を通じた地域防災力向上の取組の推進 施策 01 

デジタル技術を活用した食育の推進 施策 04 

つながり創出による高齢者の健康増進事業（ＣＤＣ運動） 施策 07 

大学との連携による学習支援 施策 09，１２ 

アフラックとの包括的パートナーシップ協定に基づくがん対策の普及啓発事業 施策 11 

多様な主体と連携した市民スポーツの振興 施策 13 

市民が農と触れあう機会の創出 施策 18 

映画・映像関連企業や水木プロダクション等との連携 施策 19 

花いっぱい運動の推進 施策 28 

１０

①「デジタル技術の活用」の視点 

②「共創のまちづくり」の視点 

♦多様化・複雑化する行政課題や市民ニーズに的確かつ柔軟に対応するためには，

様々な主体と協力しながら施策を展開していくことが不可欠です。 

 市内では，福祉，環境，防災などの様々な分野で市民や団体などが活発に活動

しており，今後も，こうした多様な主体と行政が適切な役割分担の下，ともに

考え，ともに行動する，参加と協働による共創のまちづくりを推進していきま

す。 

♦あわせて，調布スマートシティ協議会など，産学官民の知見や特性を活かし，

創意工夫の下，連携・協働しながら，市における社会的課題の解決に向けた取

組を進めていきます。 

♦国や東京都がデジタル化に関する方針（デジタル田園都市国家構想，Society5.0

など）を打ち出す中，市としても，デジタルデバイド対策に十分留意しながら，市

民の利便性の向上を目指し，行政手続や市民サービスにおけるデジタル技術やデー

タを活用した，積極的な取組を推進します。 

参加と協働による 

共創のまちづく

⼤学企業 

⾏政 市⺠
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主な取組 該当する施策 

ＳＤＧｓ教育の推進 施策 03 

公共施設における再生可能エネルギーの促進 施策 04 など 

都市農地の保全 施策 18 

省エネルギー住宅の促進 施策 24 

街路灯のＬＥＤ化の推進 施策 25 

シェアサイクルの促進 施策 26 

ＣＨＯＦＵプラスチック・スマートアクション 施策 27，29 

食品残渣を利用した資源循環モデルの実証 施策 29 

雨水浸透施設の設置 施策 30 

主な取組 該当する施策 

災害に備えた各家庭での日常備蓄（ローリングストック）の促進・市の防災備蓄

品の効率的な配備及び利活用の推進 
施策 01 

保育園や児童館，学童クラブ等の施設整備におけるフェーズフリー対応 施策 03 

フェーズフリーの考え方を踏まえた新たな総合福祉センターの整備 施策 06 

日頃のフレイル予防や地域交流を通じた災害時の避難生活等での健康悪化防止 施策 07 

スポーツ施設の災害時の活用 施策 13 

分譲マンションの適正な管理の支援 施策 24 

電気自動車利用環境の整備 施策 26 

災害時に活用可能な太陽光発電設備の設置 施策 27 

廃棄物の中間処理施設及び最終処分場の強靭化 施策 29 

１１

➂「脱炭素社会の実現」の視点 

♦市の地球温暖化対策では，市民・事業者・市が連携・協働し，地球温暖化対策推進法に基づく調布市地

球温暖化対策実行計画(区域施策編)に位置付けた様々な取組を推進することで，温室効果ガスを削減する

「緩和策」(省エネ，建物の断熱性能の向上，再生可能エネルギー等の導入，緑の保全・創出等)及び気候

変動による被害の回避・軽減を図る「適応策」を推進しています。 

♦市民一人一人が地球温暖化及び気候変動の問題に対する危機感を持ち， 

自分ごととして捉えて意識し，行動を変える“かしこい選択”を積み重ね， 

広げていくことで，暮らしを変え，未来の脱炭素社会の実現に貢献していく 

ことを目指しています。 

➃「フェーズフリー」の視点 

♦フェーズフリーとは，日常的に使用・提供している施設機能や市民サービス，システムなどを，平常時

だけではなく災害時などの非常時においても利活用できるよう整備していくという考え方です。 

♦例えば，防災用品はほとんどが普段はしまっておいて非常時に取り出して使うものですが，フェーズフ

リーの考えを取り入れたモノやサービスは，日常時のいつもの生活で便利に活用できることはもとより，

非常時にもその効果が発揮されます。 


